


議案第１０６号 

 

越前市職員の給与に関する条例等の一部改正について 

 越前市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

  令和２年１１月２６日提出 

 

                      越前市長 奈 良 俊 幸   

 

 

越前市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 （越前市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 越前市職員の給与に関する条例（平成１７年越前市条例第５１号）の一

部を次のように改正する。 

第２９条第２項から第４項までの規定中「１００分の１３０」を「１００分

の１２５」に改める。  

第２条 越前市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。  

第２９条第２項から第４項までの規定中「１００分の１２５」を「１００分

の１２７．５」に改める。  

（市長等の給料その他の給与に関する条例の一部改正）  

第３条 市長等の給料その他の給与に関する条例（平成１７年越前市条例第４８

号）の一部を次のように改正する。  

 第２条第３項ただし書中「１００分の１３０」を「１００分の１２５」に、

「１００分の１７０」を「１００分の１６５」に改める。 

第４条 市長等の給料その他の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

 第２条第３項ただし書中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」

に、「１００分の１６５」を「１００分の１６７．５」に改める。 

（教育長の給与及び勤務時間等並びに職務専念義務の特例に関する条例の一部

改正）  

第５条 教育長の給与及び勤務時間等並びに職務専念義務の特例に関する条例（平



成２７年越前市条例第１号）の一部を次のように改正する。  

 第２条第３項ただし書中「１００分の１３０」を「１００分の１２５」に、

「１００分の１７０」を「１００分の１６５」に改める。 

第６条 教育長の給与及び勤務時間等並びに職務専念義務の特例に関する条例の

一部を次のように改正する。  

 第２条第３項ただし書中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」

に、「１００分の１６５」を「１００分の１６７．５」に改める。 

（越前市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第７条 越前市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年越

前市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

第１４条第１項に後段として次のように加える。  

この場合において、給与条例第２９条第２項中「１００分の１２５」とある

のは、「１００分の１３０」と読み替えるものとする。  

第２３条第１項後段中「給与条例第２９条第２項中「１００分の１３０」を

「給与条例第２９条第２項後段中「１００分の１２５」に改める。  

第８条 越前市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を次の

ように改正する。 

第１４条第１項後段を削る。  

第２３条第１項後段中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に

「１００分の１３０」を「１００分の１２７．５」に改める。  

   附  則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条、第４条、第６条及び第

８条の規定は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 



議案第１０７号 

 

   越前市防犯隊設置条例の廃止について 

 越前市防犯隊設置条例を廃止する条例を次のとおり制定する。 

  令和２年１１月２６日提出 

 

越前市長 奈 良 俊 幸   

 

 

   越前市防犯隊設置条例を廃止する条例 

 越前市防犯隊設置条例（平成１７年越前市条例第１３１号）は、廃止する。 

   附  則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 



議案第１０８号 

 

   越前市国民健康保険税条例の一部改正について 

 越前市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

  令和２年１１月２６日 

 

                      越前市長 奈 良 俊 幸 

 

 

   越前市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

越前市国民健康保険税条例（平成１８年越前市条例第６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２６条第１項第１号中「３３万円」を「４３万円（納税義務者並びにその

世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を

有する者（前年中に法第７０３条の５に規定する総所得金額に係る所得税法（昭

和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得について同条第３項

に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給与等の収

入金額が５５万円を超える者に限る。）をいう。以下この号において同じ。）の

数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に法第７０３条の５に規定する

総所得金額に係る所得税法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得につ

いて同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢６５歳未満

の者にあっては当該公的年金等の収入金額が６０万円を超える者に限り、年齢６

５歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が１１０万円を超える者に限

る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の合計数（以下この条におい

て「給与所得者等の数」という。）が２以上の場合にあっては、４３万円に当該

給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算した金

額）」に改め、同項第２号及び第３号中「３３万円」を「４３万円（納税義務者

並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち

給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者等の数



から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算した金額）」に改める。 

第２６条の２中「所得税法（昭和４０年法律第３３号）」を「所得税法」に

改める。 

附則第４項中「所得税法（昭和４０年法律第３３号）」を「所得税法」に改

め、「同条中「法第７０３条の５に規定する総所得金額」の次に「及び山林所得

金 額 」 を 加 え 、 「 、 「 法 」 を 「 「 法 」 に 、 「 も の と す る 。 ） 」 を 「 も の と す

る。）及び山林所得金額」と、「１１０万円」とあるのは「１２５万円」に改め

る。 

  附  則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の越前市国民健康保険税条例の規定は、令和３年度以

後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和２年度分までの国民健康

保険税については、なお従前の例による。 

 



議案第１０９号  

 

   越前市老人福祉センター今寿苑設置及び管理条例の廃止について  

 越前市老人福祉センター今寿苑設置及び管理条例を廃止する条例を次のとおり

制定する。  

  令和２年１１月２６日提出  

 

越前市長 奈 良 俊 幸   

 

 

   越前市老人福祉センター今寿苑設置及び管理条例を廃止する条例  

 越前市老人福祉センター今寿苑設置及び管理条例（平成１７年越前市条例第１

１２号）は、廃止する。  

   附  則  

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。  



議案第１１０号 

 

   越前市子ども医療費の助成に関する条例等の一部改正について 

 越前市子ども医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例を次のとおり

制定する。 

  令和２年１１月２６日提出 

 

越前市長 奈 良 俊 幸 

 

 

越前市子ども医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例 

 （越前市子ども医療費の助成に関する条例の一部改正） 

第１条 越前市子ども医療費の助成に関する条例（平成１７年越前市条例第１１

４号）の一部を次のように改正する。 

  第７条中「被保険者証、加入者証又は組合員証」を「被保険者、加入者、組

合員又は被扶養者であることの確認を受ける」に改める。 

 （越前市重度心身障害者等医療費の助成に関する条例の一部改正） 

第２条 越前市重度心身障害者等医療費の助成に関する条例（平成１７年越前市

条例第１１５号）の一部を次のように改正する。 

   第８条中「被保険者証、加入者証又は組合員証」を「被保険者、加入者、組

合員又は被扶養者であることの確認を受ける」に改める。 

 （越前市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部改正） 

第３条 越前市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例（平成１７年越前市条

例第１１６号）の一部を次のように改正する。 

   第１１条中「被保険者証、加入者証又は組合員証」を「被保険者、加入者、

組合員又は被扶養者であることの確認を受ける」に改める。 

   附  則 

 この条例は、令和３年１月１日から施行する。 



議案第１１１号 

 

   越前市社会福祉センターの指定管理者の指定について 

指定管理者を次のとおり指定する。 

  令和２年１１月２６日提出 

 

越前市長 奈 良 俊 幸   

 

 

１  管理を行わせる公の施設の名称 

   越前市社会福祉センター設置及び管理条例（平成１７年越前市条例第１２１

号）第２条に規定する越前市社会福祉センター 

２ 指定管理者 

  所在地 越前市杉尾町第１号２７番地１ 

  名  称 社会福祉法人越前市社会福祉協議会  

３ 指定期間 

  令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで 

 



議案第１１２号 

 

   越前市児童館の指定管理者の指定について 

指定管理者を次のとおり指定する。 

  令和２年１１月２６日提出 

 

越前市長 奈 良 俊 幸   

 

 

１  管理を行わせる公の施設の名称 

   越前市児童館設置及び管理条例（平成１７年越前市条例第９７号）第２条に

規定する児童館 

２ 指定管理者 

  所在地 越前市杉尾町第１号２７番地１ 

  名  称 社会福祉法人越前市社会福祉協議会  

３ 指定期間 

  令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 



議案第１１３号 

 

   越 前 市 越 前 和 紙 の 里 紙 の 文 化 博 物 館 、越 前 市 越 前 和 紙 の 里 卯 立 の 工 芸

館 、 越 前 市 越 前 和 紙 の 里 体 験 工 房 「 パ ピ ル ス 館 」、 越 前 市 越 前 和 紙 の

里 コ ミ ュ ニ テ ィ 広 場 及 び 越 前 市 越 前 て わ ざ 工 房 の 指定管理者の指定に

ついて 

指定管理者を次のとおり指定する。 

  令和２年１１月２６日提出 

 

越前市長 奈 良 俊 幸   

 

 

１  管理を行わせる公の施設の名称 

(1) 越前市越前和紙の里紙の文化博物館設置及び管理条例（平成１７年越前市

条例第１５３号）第２条に規定する越前市越前和紙の里紙の文化博物館 

(2) 越前市越前和紙の里卯立の工芸館設置及び管理条例（平成１７年越前市条

例第１５４号）第２条に規定する越前市越前和紙の里卯立の工芸館 

(3) 越前市越前和紙の里体験工房「パピルス館」設置及び管理条例（平成１７

年越前市条例第１５５号）第２条に規定する越前市越前和紙の里体験工房

「パピルス館」 

(4) 越前市越前和紙の里コミュニティ広場設置及び管理条例（平成１７年越前

市条例第１５６号）第２条に規定する越前市越前和紙の里コミュニティ広場 

(5) 越前市伝統産業体験施設設置及び管理条例（平成１７年越前市条例第１５

７号）第２条に規定する越前市越前てわざ工房  

２ 指定管理者 

  所在地 越前市大滝町第１１号１１番地 

  名  称 福井県和紙工業協同組合  

３ 指定期間 

  令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 



議案第１１４号 

 

   紫式部と国府資料館の指定管理者の指定について 

指定管理者を次のとおり指定する。 

  令和２年１１月２６日提出 

 

越前市長 奈 良 俊 幸   

 

 

１  管理を行わせる公の施設の名称 

   紫式部と国府資料館設置及び管理条例（令和２年越前市条例第２９号）第２

条に規定する紫式部と国府資料館 

２ 指定管理者 

  所在地 越前市小松二丁目１５番１０号 

  名  称 株式会社オーイング越前支店  

３ 指定期間 

  令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 



議案第１１５号 

 

   越前市金華山グリーンランドの指定管理者の指定について 

指定管理者を次のとおり指定する。 

  令和２年１１月２６日提出 

 

越前市長 奈 良 俊 幸   

 

 

１  管理を行わせる公の施設の名称 

   越前市森林総合利用施設設置及び管理条例（平成１７年越前市条例第１４８

号）第２条に規定する越前市金華山グリーンランド 

２ 指定管理者 

  所在地 越前市米口町第５８号２５番地 

  名  称 金華山林業振興組合  

３ 指定期間 

  令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで 

 



議案第１１６号 

 

   越前市八ツ杉森林学習センターの 指定管理者の指定について 

指定管理者を次のとおり指定する。 

  令和２年１１月２６日提出 

 

越前市長 奈 良 俊 幸   

 

 

１  管理を行わせる公の施設の名称 

越前市八ツ杉森林学習センター設置及び管理条例（平成１７年条例第１５０

号）第２条に規定する越前市八ツ杉森林学習センター  

２ 指定管理者 

  所在地 越前市高瀬二丁目３番３号 

  名  称 公益財団法人越前市文化振興・施設管理事業団  

３ 指定期間 

  令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 



議案第１１７号  

 

   財産の取得について  

 ＩＣＴを活用した学習を行うための学習者及び指導者用タブレット端末等とし

て、次のタブレット端末等を取得するものとする。  

  令和２年１１月２６日提出  

 

越前市長 奈 良 俊 幸  

 

 

１ 名称及び数量 学習者及び指導者用タブレット端末 ５，４７９台  

画像転送装置             ４０３台  

上記に係る附属品             一式  

２ 取得予定価格 ３０７，７８０，０００円  

３ 契約の相手方 福井市豊島１丁目３－１ 

         三谷商事株式会社 

 

 

   

                       



議案第１１８号 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和２年度越前市一般会計補正予

算（第１０号）について別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によ

り、これを報告し、承認を求める。 

  令和２年１１月２６日提出 

 

                      越前市長 奈 良 俊 幸   



議案第１１９号  

 

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について  

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を

次のとおり制定する。  

  令和２年１１月２６日提出  

 

                越前市議会  

議会運営委員会委員長 片 粕 正二郎  

 

 

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例  

第１条 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（平成１７年越前市

条例第４３号）の一部を次のように改正する。  

第５条第２項中「１００分の１７０」を「１００分の１６５」に改める。  

第２条 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように

改正する。  

  第５条第２項中「１００分の１６５」を「１００分の１６７．５」に改める。  

    附   則  

この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和３年４月１日

から施行する。  

 


